
 

平成 20 年 7月 30 日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社ライブドアホールディングス

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 坂 弘 紀

問い合わせ先 広 報 ・ I R 部 長 高 岳 史 典

 （T E L .  0 3  － 5 1 5 5  － 1 0 0 1）

 

かざかファイナンス株式会社に対する貸付債権の譲渡に関するお知らせ

 

当社は、本日の当社取締役会において、当社とかざかファイナンス株式会社（以下、「かざか F」と

いいます。）との平成18年 12月 20日付金銭消費貸借契約に基づく当社のかざかFに対する貸付債権（以

下、「本件債権」といいます。）を、株式会社イッコー（以下、「イッコー」といいます。）に対して譲渡

すること（以下、「本件債権譲渡」といいます。）に関して、当社とイッコーとの間で債権譲渡契約書（以

下、「本契約書」といいます。）を締結することを決定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 債権譲渡の目的及び経緯 

当社は、当社と株式会社 APFH（以下、「APFH」といいます。）との間の平成 18 年 11 月 22 日付株式

譲渡契約に基づき、当時かざか Fの完全親会社であったかざかフィナンシャルグループ株式会社（旧

商号：株式会社ライブドアフィナンシャルホールディングス）株式を平成 18 年 12 月 20 日に譲渡し

ております。当該株式譲渡に伴い、当社は、当社とかざか F との間の平成 18 年 12 月 20 日付金銭消

費貸借契約に基づき、平成 18 年 12 月 22 日に 7,470 百万円を貸し付けております（その後、かざか

Fより 470 百万円の元本弁済を受け、平成 20 年 7月 30 日現在の元本は 7,000 百万円となっておりま

す）。 

消費者金融業界においては、平成 18 年 12 月 13 日に上限金利引き下げや総量規制を織り込んだ改

正貸金業法が成立し、平成 21 年末の施行を控え、消費者金融業者を取り巻く環境は厳しさを増して

おります。このような状況の中で、かざか F は、「新しい秩序の中で新しいビジネス展開」をスロー

ガンに、消費者向け無担保ローン事業を縮小し、事業者向け不動産担保ローン事業を主要な業務とす

る事業構造改革を進めると共に、平成 20 年 4 月 28 日には、平成 19 年 9 月 14 日に東京地方裁判所に

対して民事再生手続の申請を行った準大手消費者金融業者である株式会社クレディアの事業再生に

関するスポンサー契約を締結するなど、M&A による事業拡大を企図した積極的なビジネス展開を推進

しております。 

このような中で、貸金業界における経営環境が必ずしも好ましいものでなく、かざか F としても

M&A による積極的な事業拡大を図る中で、ビジネスチャンスの拡大可能性を評価する一方で本件債権

を継続保有することに対するリスクが相対的に上昇していると考えられること、本件債権の満期到来



 

まではまだ相当期間が残存しており、当社としても回収額の確定と早期回収に伴う一定のメリットを

享受出来ると考えたことから、当社はこの度イッコーとの間で本契約を締結し、本件債権譲渡を実行

することを決定致しました。 

 

２． 債権譲渡の内容 

当社は、本契約書に基づき、本件債権を平成 20 年 7月 31 日（以下、「実行日」といいます。）に

イッコーに 6,665 百万円（以下、「本件譲渡対価」といいます。）にて譲渡する予定です。尚、当社

は本件債権譲渡を決定するに先立って、独立の第三者機関に本件債権の評価業務を委託し、当該評

価結果も踏まえ本件譲渡対価の妥当性及び合理性について十分に検討しております。 

尚、本件譲渡対価は、実行日に 1,665 百万円が支払われ、残額については平成 20 年 12 月 20 日

までの間で当社とイッコーとが別途合意する日（以下、「第 2回支払日」といいます。）に支払われ

る予定です。当該支払を担保するため、当社はイッコー及びかざか Fらとの間で、イッコー及びか

ざか F らが自ら保有する営業貸付債権等を担保として提供することを中心とする相当量の担保提

供を受けることについて合意しております。 

 

３． かざか Fの概要 

（１） 商 号 かざかファイナンス株式会社 

（２） 代 表 者 代表取締役社長 藤澤 信義 

（３） 本 店 所 在 地 東京都港区六本木一丁目 8番 7号 

（４） 設 立 年 月 日 昭和 44 年 11 月 22 日 

（５） 主 な 事 業 内 容 個人向けローン業務、信用保証業務、集金代行業務、その他業務 

（６） 決 算 期 3 月 

（７） 従 業 員 数 33 名（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

（８） 資 本 金 10 百万円（平成 20 年 3月 31 日現在） 

（９） 発行済株式総数 246 株（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

（10） 大株主構成及び議決権比率（平成 20年 3 月 31 日現在） 

氏名又は名称 持株数 議決権比率 

株式会社 APFH2 246 株 100％

 

４． 譲渡先（イッコー）の概要 

（１） 商 号 株式会社イッコー 

（２） 代 表 者 代表取締役会長 藤澤 信義 

  代表取締役社長 岡本 隆男 

（３） 本 店 所 在 地 大阪市中央区南本町 1丁目 3番 17 号 

（４） 設 立 年 月 日 昭和 52 年 3月 18 日 

（５） 主 な 事 業 内 容 主として中小企業、個人事業主を対象とした事業資金融資業務 

（６） 当 社 と の 関 係 特に無し 



 

 

５． 債権譲渡の対価 

当社は、本契約書に基づき、本件債権をイッコーに譲渡し、本件譲渡対価として総額 6,665 百

万円を受領する予定です。 

 

６． 債権譲渡の日程（予定） 

平成 20 年 7月 30 日 本契約書の締結日 

平成 20 年 7月 31 日 本契約書に基づく本件債権譲渡日 

  本件譲渡対価のうち 1,665 百万円の支払日 

平成 20 年 12 月 20 日 本件譲渡対価の残額の支払日 

 

以  上 


